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◎群馬県告示第２６６号 

 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の規定により、群馬県准看護師試験を次のとおり

実施する。 

  令和５年１０月６日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 試験日時及び方法 令和６年２月４日（日）午後１時３０分から 筆記試験 

２ 試験場所 前橋市岩神町１丁目２番１号 日本トーターグリーンドーム前橋 

３ 試験科目 保健師助産師看護師法施行規則（昭和２６年厚生省令第３４号）第２３条に掲げる試験科目 

４ 受験資格 保健師助産師看護師法第２２条各号のいずれかに該当する者 

５ 提出書類 

  (1) 受験願書 

  (2) 受験資格を証明する書類 卒業証明書若しくは修業証明書又は卒業見込証明書若しくは修業見込証明書 

   ただし、卒業見込証明書又は修業見込証明書を提出した者は、令和６年３月１１日（月）午後５時までに卒

業証明書又は修業証明書を提出すること。令和６年３月１１日（月）以降に卒業（修業）見込みの者は、同月

２５日（月）午後５時までに卒業証明書又は修業証明書を提出すること。 

 なお、期限内に未着の場合は、当該受験を無効とする。 

  (3) 写真 出願前６月以内に、脱帽して正面から撮影した縦６センチメートル、横４センチメートルのもの 

  (4) 受験票 

６ 受験料 ６，９００円（群馬県収入証紙又は払込書による。） 

  なお、納付された受験料は、返還しない。 

７ 受験願書の提出期間 令和５年１２月４日（月）から同月８日（金） 

(1) 持参の場合 午前１０時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。 

ただし、持参を希望する日の前日午後４時までに、医務課看護係あて、事前予約を行うこと。事前予約なく 

来庁した場合は、受け付けられないこともあるので注意すること。 

(2) 郵送の場合 令和５年１２月８日（金）までの消印のあるものを有効とする。 

８ 受験願書の提出先 〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県健康福祉部医務課看護係 

９ 受験票の交付 受験願書受理後、受験票を送付する。 

10 合格発表 令和６年３月１２日（火）午前１０時 群馬県ホームページにおいて発表する。 

11 試験結果の開示 令和６年３月１２日（火）から同年４月１１日（木）までの日（群馬県の休日を定める条例

（平成元年群馬県条例第１６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）の午前１０時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで、上記８の場所において行う。 

12 その他 

  (1) 試験会場の収容人数に達し次第、願書の配布は終了する。 

  (2) 試験について不明な点は、群馬県健康福祉部医務課看護係（電話０２７－２２６－２５３８）に問い合わせ 

ること。 

 

 

 

■ 告  示 
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◎群馬県告示第２６７号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和５年１０月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 川場村（国有林。次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

３ 解除の理由 指定理由の消滅 

  「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び川場村役場に備え置いて縦覧に供す 

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第２６８号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和５年１０月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 利根郡片品村大字戸倉字金井沢８９１の５０ 

２  保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

 

 

 

◎群馬県告示第２６９号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和５年１０月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 利根郡片品村大字戸倉字金井沢８９１の５２ 

２  保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

３ 解除の理由 指定理由の消滅 

 

 

 

◎群馬県告示第２７０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。 
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  令和５年１０月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第２７１号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。 

  令和５年１０月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

塩之沢９地区急傾斜地崩壊危険区域 

 群馬県多野郡上野村大字楢原字下夏内の区域内の土地のうち、次の１点から６点までを順次結んだ線及び１点と

６点を結んだ線に囲まれた土地の区域 

 １点 北緯３６度０６分５２秒７２８７ 

東経１３８度４３分２５秒１０８６  

２点 北緯３６度０６分５２秒００９８ 

東経１３８度４３分２５秒２６７５ 

３点 北緯３６度０６分５０秒７０５６ 

東経１３８度４３分２４秒９７７０ 

４点 北緯３６度０６分５０秒７５６０ 

東経１３８度４３分２３秒９３０６ 

５点 北緯３６度０６分５１秒５１１０ 

東経１３８度４３分２２秒９０３４ 

６点 北緯３６度０６分５２秒６７１５ 

東経１３８度４３分２４秒４４６９ 

 この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県藤岡土木事務所において縦覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第２７２号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。 

  令和５年１０月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

新羽（向屋２）地区急傾斜地崩壊危険区域 

 群馬県多野郡上野村大字新羽字坂ノ上、字地神ノ前及び字今井平の区域内の土地のうち、次の１点から４点まで

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 麦倉川俣停車場線 邑楽郡明和町中谷２００番の１地先から同郡同町同
１２７番の１地先まで 

令和５年１０月６日 
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を順次結んだ線及び１点と４点を結んだ線に囲まれた土地の区域 

 １点 北緯３６度０４分５２秒５４５２ 

東経１３８度４７分２４秒３２６４  

２点 北緯３６度０４分５４秒９６６８ 

東経１３８度４７分２１秒２４８１ 

３点 北緯３６度０４分５７秒４０１９ 

東経１３８度４７分２１秒２８７４ 

４点 北緯３６度０４分５３秒０７２６ 

東経１３８度４７分２６秒８４５９ 

 この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県藤岡土木事務所において縦覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第２７３号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。 

  令和５年１０月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

三岐（Ｃ）地区急傾斜地崩壊危険区域 

 群馬県多野郡上野村大字楢原字浜平及び字中ノ沢の区域内の土地のうち、次の１点から１４点までを順次結んだ

線及び１点と１４点を結んだ線に囲まれた土地の区域 

 １点 北緯３６度０４分１２秒１７８９ 

東経１３８度４２分１３秒８７８２ 

２点 北緯３６度０４分１２秒８５１９ 

東経１３８度４２分１２秒１９４５ 

３点 北緯３６度０４分１４秒２７３６ 

東経１３８度４２分１０秒１１９６ 

４点 北緯３６度０４分１６秒００９４ 

東経１３８度４２分１０秒２１５４ 

 ５点 北緯３６度０４分１６秒０７１５ 

東経１３８度４２分０９秒７５９６ 

６点 北緯３６度０４分１６秒５２６４ 

東経１３８度４２分０９秒１４７７ 

７点 北緯３６度０４分１７秒１４０９ 

東経１３８度４２分０９秒７７２７ 

８点 北緯３６度０４分１７秒４７６０ 

東経１３８度４２分１０秒６１６２ 

９点 北緯３６度０４分１７秒５３８４ 

東経１３８度４２分１１秒５５１４ 

１０点 北緯３６度０４分１７秒２４３２ 
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東経１３８度４２分１１秒９５３７ 

１１点 北緯３６度０４分１６秒５５２２ 

東経１３８度４２分１１秒９３０２ 

１２点 北緯３６度０４分１５秒６１８１ 

東経１３８度４２分１４秒４７７７ 

１３点 北緯３６度０４分１４秒３８０５ 

東経１３８度４２分１３秒１６１４ 

１４点 北緯３６度０４分１４秒４０６１ 

東経１３８度４２分１４秒６２８０ 

 この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県藤岡土木事務所において縦覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第２７４号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。 

  令和５年１０月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

乙母地区急傾斜地崩壊危険区域 

 群馬県多野郡上野村大字乙母字峯及び字居平の区域内の土地のうち、次の１点から１０点までを順次結んだ線及

び１点と１０点を結んだ線に囲まれた土地の区域 

 １点 北緯３６度０５分０８秒４０１３ 

東経１３８度４６分２４秒２２９９  

２点 北緯３６度０５分０８秒６８４０ 

東経１３８度４６分２４秒５９２５ 

３点 北緯３６度０５分０８秒９７２６ 

東経１３８度４６分２６秒５６８４ 

４点 北緯３６度０５分０８秒７３７７ 

東経１３８度４６分２７秒１９７１ 

 ５点 北緯３６度０５分０８秒６１３６ 

東経１３８度４６分２８秒３１３５  

６点 北緯３６度０５分０５秒７２０５ 

東経１３８度４６分２８秒１３４９ 

７点 北緯３６度０５分０５秒７２７０ 

東経１３８度４６分２７秒１６５０ 

８点 北緯３６度０５分０５秒９６２０ 

東経１３８度４６分２６秒５３６２ 

９点 北緯３６度０５分０５秒８８４４ 

東経１３８度４６分２５秒３７７８ 

１０点 北緯３６度０５分０５秒６０４３ 
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東経１３８度４６分２５秒０３０７ 

 この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県藤岡土木事務所において縦覧に供する。 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により県営仙之入土地改良事業（農業用道路）

の計画を変更したいので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により公告し、次のとおり関係

書類を縦覧に供する。 

    令和５年１０月６日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 縦覧に供する書類 変更後の土地改良事業計画書の写し 

２ 縦覧期間 令和５年１０月１０日から同年１１月７日まで 

３ 縦覧に供する場所 嬬恋村役場 

 

 

 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により県営仙之入土地改良事業（農業用用排

水）の計画を変更したいので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により公告し、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。 

    令和５年１０月６日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 縦覧に供する書類 変更後の土地改良事業計画書の写し 

２ 縦覧期間 令和５年１０月１０日から同年１１月７日まで 

３ 縦覧に供する場所 嬬恋村役場 

 

 

 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定による処分をしたので、同法第２９条の５第１項

の規定により、次のとおり公告する。 

  令和５年１０月６日 

                                   群馬県知事 山 本 一 太   

１ 処分をした日 令和５年９月２６日 

２ 被処分者 
 

商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者の氏名 許可番号 

（株）シノハラゼネラル 前橋市東片貝町７０５－２ 篠原 侯太 
群馬県知事許可（般・特－
２）第４７５８号 

 

３ 処分の内容 建設業法第２８条第３項の規定による営業の停止命令 

 (1) 停止を命ずる営業の範囲 水道施設工事業、とび・土工工事業及び管工事業のうち、公共工事に係るもの 

 (2) 期間 令和５年１０月１１日から令和６年１０月１０日までの１年間 

■ 公  告 
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４ 処分の原因となった事実 （株）シノハラゼネラルの代表取締役（当時）は、令和２年６月１日に前橋市が執

行した「上川淵地区配水管布設替工事（施震第３号）」の指名競争入札に関し、同市副市長（当時）から同入札

に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示をあらかじめ受け、入札執行日に同業者に同予定価格に近接す

る金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害す

べき行為を行った。さらに、代表取締役（当時）は、前橋市が執行した、令和２年９月９日の「桂萱地区溝蓋設

置工事（道水第７号）」、同年１０月１３日の「農業水路等長寿命化・防災減災事業 荒砥北部地区パイプライ

ン弁類改修工事（第２号）」及び令和３年１月２６日の「上川淵地区配水管布設替工事（施道第２０号）」の３

件の指名競争入札に関しても、同市副市長（当時）から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示

をあらかじめ受け、同業者に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて公

の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これにより、前橋地方裁判所から令和５年

６月１５日に懲役１年６月(執行猶予３年)の判決を受け、同月３０日にその刑が確定した。このことが、建設業

法第２８条第１項第２号及び第３号に該当し、同条第３項に基づき営業停止処分とする。 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

太田都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和５年１０月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 太田都市計画区域区分 (1) 東金井工業団地南地区 (2) 富若西地区 (3) 新田東

部工業団地西地区 

２  都市計画を定める土地の区域 

 (1) 東金井工業団地南地区 

変更する部分 太田市東金井町の一部 

 (2) 富若西地区 

   変更する部分 太田市富若町、東金井町、只上町及び東今泉町の各一部 

 (3) 新田東部工業団地西地区 

   変更する部分 太田市新田小金井町の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県太田土木事務所及び太田市都市政策部都市計

画課 

４  縦覧期間 令和５年１０月６日から同月２０日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

前橋都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和５年１０月６日 
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                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画地区計画 千代田町中心拠点地区 

２  都市計画の変更年月日 令和５年９月２５日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び前橋市都市計画部都市計画課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和５年１０月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡板倉町大字海老瀬字北７３１７－３ 邑楽郡板倉町大字海老瀬７３１７番地の１ 
須藤拓也、須藤杏菜 

２ 邑楽郡千代田町大字新福寺字道南３７０－８ 邑楽郡邑楽町大字鶉７９２番地１ガーベラマ
ンション１０３  
斎藤誠也、斎藤彩希 

３ 邑楽郡千代田町大字赤岩字行人塚１１６１－１、
１１６１－２ 

邑楽郡千代田町大字赤岩１１０８番地の１ベ
ルデュール１０２  
佐藤幸宏、佐藤亜里紗 

４ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字陣屋２００５－１ 邑楽郡邑楽町大字篠塚２００５番地３ 
増尾明朗、増尾千晴 

５ 邑楽郡邑楽町大字狸塚字江原２５０２－４ 館林市堀工町１６９４番地の１ピュアボヌー
ルＢ－１０１ 
柿沼秀行 

６ 佐波郡玉村町大字板井字太夫塚１１７６－３６、
１１７６－３９ 

高崎市下中居町３８５番地スタージスＣ１０
１号 
町田拓巳、町田栞 
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